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条
例
改
正

（
要
旨
）　

１
人
あ
た
り
の
医
療

費
の
増
加
や
国
民
健
康
保
険
税

の
被
保
険
者
の
減
少
な
ど
の
影

響
で
厳
し
い
財
政
状
況
と
な
っ

て
い
る
。
昨
年
度
、
３
年
ぶ
り

に
増
額
と
な
っ
た
が
、
保
険
給

付
費
が
見
込
み
よ
り
も
下
回
っ

た
こ
と
、
平
成
30
年
度
の
国
保

制
度
改
正
に
向
け
た
国
か
ら
の

約
１
千
万
円
の
財
政
支
援
な
ど

に
よ
り
、
財
政
状
況
は
若
干
改

善
し
、
前
年
度
繰
越
金
が
約
８

千
万
円
と
な
っ
た
。

　

被
保
険
者
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
前
年
度
繰
越
金
か
ら

１
７
６
０
万
円
を
減
税
に
充

て
、
医
療
費
分
と
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
の
税
率
は
据
え
置
き

と
な
っ
た
。介
護
納
付
金
分
は
、

国
へ
の
納
付
金
が
過
年
度
精
算

に
よ
り
減
額
に
な
っ
た
こ
と
を

受
け
、
35
・
5
％
税
率
の
引
き

下
げ
を
行
っ
た
。

　

税
負
担
額
は
、
前
年
度
よ
り

１
世
帯
あ
た
り
４
・
１
％
（
１

か
月
あ
た
り
約
６
０
０
円
）減
、

１
人
あ
た
り
２
・
５
％
（
１
か

月
あ
た
り
約
２
０
０
円
）
減
と

な
っ
た
。

　

ま
た
、
世
帯
の
所
得
金
額
に

応
じ
た
軽
減
区
分
の
う
ち
、
２

割
、
５
割
軽
減
を
判
定
す
る
総

所
得
金
額
か
ら
の
控
除
額
を
増

額
し
、
１
世
帯
あ
た
り
の
課
税

限
度
額
を
増
額
す
る
。

問
（
阿
部
泰
藏
議
員
）

　

国
保
税
は
各
市
町
村

で
税
額
が
異
な
る
が
、
国
見
町

の
税
額
は
県
内
の
平
均
よ
り
高

い
の
か
安
い
の
か
伺
う
。

保
健
福
祉

課
　
　
長
　

税
額
は
、
県
内

で
は
中
位
程
度
と

考
え
て
い
る
。伊
達
管
内
で
は
、

平
成
26
年
度
の
比
較
で
伊
達
市

に
次
い
で
２
番
目
に
高
い
。

　（
要
旨
）　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
情

報
連
携
対
象
と
な
る
独
自
利
用

事
務
の
拡
大
に
よ
り
、
追
加
す

る
事
務
を
規
定
す
る
。

問
（
浅
野
富
男
議
員
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利

用
事
務
を
拡
大
す
る
の
は
本
町

だ
け
か
。
ほ
か
の
法
律
に
基
づ

い
て
近
隣
市
町
村
も
行
う
も
の

な
の
か
。

総
務
課
長
　

今
回
追
加
す
る
事
務

は
、
こ
れ
ま
で
も
実
際

に
事
務
と
し
て
行
っ
て
い
た
も

の
で
、
必
要
が
あ
っ
て
追
加
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

（
浅
野
富

男
議
員
）

　

こ
の
個
人
番
号
制
度

は
、
国
民
一
人
一
人
を
番

号
で
管
理
し
、
個
人
の
尊

厳
が
否
定
さ
れ
か
ね
な

い
。
ま
だ
ま
だ
安
全
上
の

問
題
も
確
立
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
運
用
に
つ

い
て
は
中
止
す
べ
き
も
の

と
考
え
、
本
条
例
に
は
同

意
は
で
き
な
い
。

国
民
健
康
保
険
税

条
例 介

護
納
付
金
分
を
大
き
く
引
き
下
げ

１
人
あ
た
り
約
２
・５
％
減
で
決
定

１世帯及び1人あたりの税負担平均額
（年額／円）

１世帯あたり １人あたり
28年度 168,534 93,941
27年度 175,850 96,415
増減額 △��7,316 △��2,474
増減率 △��4.1％ △��2.5％
※１世帯あたり月額約　�600円減
※１人あたり　月額約　�200円減

町
の
税
額
は
県
内
で
ど
の
く

ら
い
に
位
置
し
て
い
る
の
か

利
用
事
務
を
拡
大
す
る
理
由
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利

用
す
る
事
務
を
追
加

個
人
番
号
の
利
用
・
特

定
個
人
情
報
の
提
供
に

関
す
る
条
例

お互い笑顔で心身ともに元気に
（保育所・デイサービス交流会）

反
対
討
論

討  

論
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（
要
旨
）　

法
人
町
民
税
に
つ
い

て
、
税
率
を
９
・
７
％
か
ら

６
・
０
％
へ
引
き
下
げ
る
。

　

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
、
軽

４
輪
車
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例
措

置
を
１
年
間
延
長
す
る
。

　

特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入

費
を
支
払
っ
た
場
合
、
平
成
30

年
度
か
ら
34
年
度
分
の
個
人
町

民
税
に
限
り
、
医
療
費
控
除
の

特
例
を
創
設
す
る
。

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

法
人
税
の
税
率
が
引

き
下
げ
ら
れ
税
収
が
減
る
と
思

う
が
、何
か
対
策
は
あ
る
の
か
。

税
務

課
長
　

引
き
下
げ
３
・
７
％

相
当
分
は
、
国
税
で
あ

る
地
方
法
人
税
を
引
き
上
げ
、

税
収
全
額
を
地
方
交
付
税
と
し

て
各
地
方
公
共
団
体
に
配
分
さ

れ
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
。

問
（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

軽
自
動
車
税
の
グ

リ
ー
ン
化
特
例
に
つ
い
て
、
某

自
動
車
メ
ー
カ
ー
で
問
題
報
道

さ
れ
た
車
種
の
所
有
者
も
特
例

の
対
象
に
な
る
か
。

税
務
課
長
　

適
用
車
種
は
、
平
成

27
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
初
め

て
登
録
さ
れ
た
軽
自
動
車
で
、

燃
費
基
準
に
達
し
た
も
の
で
あ

る
。
最
大
で
75
％
～
25
％
の
軽

減
と
な
る
。
軽
減
の
判
定
は
、

軽
自
動
車
の
検
査
証
の
記
載
に

基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
。

問
（
浅
野
富
男
議
員
）

　

特
定
一
般
用
医
薬
品

等
を
購
入
し
た
場
合
の
医
療
費

控
除
の
特
例
が
新
た
に
創
設
さ

れ
た
。
一
般
用
医
薬
品
と
は
ど

う
い
っ
た
も
の
を
指
す
の
か
。

税
務

課
長
　

医
療
用
医
薬
品
か
ら

転
用
さ
れ
、
薬
局
な
ど

で
広
く
一
般
に
市
販
薬
と
し
て

出
回
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
要
旨
）　

企
業
立
地
促
進
法
に

基
づ
く
固
定
資
産
税
免
除
の
適

用
期
間
を
、
平
成
29
年
３
月
31

日
ま
で
１
年
間
延
長
す
る
。

（
要
旨
）　

東
日
本
大
震
災
復
興

特
別
区
域
法
に
基
づ
く
固
定
資

産
税
免
除
の
適
用
期
間
を
、
平

成
33
年
３
月
31
日
ま
で
５
年
間

延
長
す
る
。

（
要
旨
）　

原
発
事
故
の
避
難
者

へ
の
減
免
の
う
ち
、
状
況
が
い

ま
だ
改
善
さ
れ
て
な
い
こ
と
か

ら
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保

険
料
の
減
免
を
平
成
29
年
３
月

31
日
ま
で
延
長
す
る
。

法
人
税
率
減
で
減
収
と

な
る
こ
と
へ
の
対
策
は

問
題
報
道
さ
れ
た
車
種
も

特
例
の
対
象
に
な
る
か

一
般
用
医
薬
品
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か

国
保
税
・
介
護
保
険

料
の
減
免
を
延
長

法
人
町
民
税
を

引
き
下
げ

税
関
係
条
例
の
適
用

期
間
を
延
長

東
日
本
大
震
災
に
よ
る

被
災
者
の
国
保
税
な
ど

を
減
免
す
る
条
例

復
興
産
業
集
積
区
域
に

お
け
る
町
税
の
特
例
に

関
す
る
条
例

国
見
町
税
条
例
等

国
見
町
税
特
別
措
置
条
例

（
要
旨
）　

町
道
１
１
６
号
線
の

区
域
変
更
に
伴
い
、
新
た
に
町

道
２
２
１
１
号
線
（
延
長
93
・

０
㍍
）
を
認
定
す
る
。
ま
た
、

町
道
２
１
６
９
号
線
の
起
点
を

変
更
す
る
。

一
般
議
案

区
域
変
更
に
伴
い

新
た
に
町
道
を
認
定

町
道
路
線
の
認
定
及
び

変
更

※下記以外の案件は全員賛成で可決されています。

議員名

議案等

議
決
結
果

松
浦
　
和
子

村
上
　
　
一

井
砂
　
善
榮

佐
藤
　
定
男

村
上
　
正
勝

渡
辺
　
勝
弘

松
浦
　
常
雄

阿
部
　
泰
藏

浅
野
　
富
男

志
村
　
良
男

八
島
　
博
正

国見町個人番号の利用及び特定個人情報の
提供に関する条例の一部を改正する条例

可　
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇

〇：賛成　　●：反対　　　　　：討論者
※議長（東海林一樹）は採決に加わらない。

議案審議
結 果
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